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第1趣旨

、 このマニュアルにおいて、既達「地域警察における微罪処分及び簡易書式例の対象

事件等について」 （平成30年5月29日例規（地総・刑総・生総）第62号）で定める地

域警察における微罪処分及び簡易書式例の具体的な処理要領を定める。

第2 微罪処分の処理手続き

地域警察官が微罪処分する不拘束の

よって処理する。

淳件は、次の手続きに

地域警察官が処理することができる微罪処分対象事件

(1)要件

ア軽微で、処罰を要しないと明らかに認められるものであること。ただし、

次に掲げる事件を除く。

（ｱ） 「 ‐~|｜

（ｲ) I－ _倉_念~1

（ｳ） ｜，－

イ被疑者が、次のいずれにも該当する者であること。 ．

（ｱ） ｜｢~‐‐‐

（ｲ） ｜

（ｳ） ’

1

’

‐1‐



(2) 対象罪種、手口等
ﾛ”

列

イ

ウ

’

2具体的な処理要領

（1）被疑者の任意同行と地域係長への報告

被疑者を取り扱った地域警察官は、被疑者を交番又は警察署等（以下「交番等」

という。 ）に任意同行し、直属の地域係長（不在の場合は、他の地域係長）に事件の

概要を報告する。

(2)被疑者の身分確認及び犯歴等の照会
■■■

ア

イ
ウ

一

(3)地域係長の擬律判断

ア報告を受けた地域係長は、直ちに当該交番等に臨場し、事件の概要を把握したうえ、

微罪処分による処理が相当かどうかの擬律判断を行う。

その際、的確に事実認定を行い、犯罪の構成要件及び可罰性を充分検討する。

微罪処分による事件処理が相当と判断した場合は、地域課長（地域交通課長を

含む。地域課長が不在の場合は地域課長代理、刑事課長（生活安全刑事課長を

含む。以下同じ。 ）又は当直管理責任者。以下同じ。 ）に報告を行い、その指揮を

受ける。

’イ 地域警察官が処理することが不適当と

認められる事件は、直ちに被疑者、関係書類とともに刑事課又は生活安全課に

引き継ぐものとする。

－2－



鋤 微雛処分撫件処理の淡潅

ア地域課縫は、地域係艇から'>報洲遍蕊づき、微羅処分事件として地域鱒察噛が

処蝋すｰる墓とが相齋である燈撫めたとき純、響察轄災聯件撫榔簿（以~ド 「黙件

揃揮簿」という翁） ＃こより、辮議馨擬の擶撫を礎けて微罪処分の処理を決遜する”

イ地域諜凝ば、地域係擬鈴中から辮件処蝋槻’1幟･を擶墹し、聯偽郷珊篭蝿たらせる”

ウ雌域諜鎚微、慨”1カメIを溺件処蝋期醗として、辮件処蝋撫淵巻を捜査術郷する”

難地域課擬紘、取扱い警察漁が駁調議又械こ鮒こ鱗ずる場所に総いて、 ノI:後10時から

溌蘭の午前5勝までの柵遍被疑者取鯛べを術うとき、叉蹴､ I剛こつき＄時間を

超えて取調べを行うとき紘、辮件擶揮簿により響察鵜災に蛎赫の欺総を受ける。

なお、午後l0蹄から溌胤の午赫5時まで釧馴こ被疑脅と判蝋した辮件の被疑智

服調べについて鯰、類難的に糊揃の欺総をI’えられたものと見なし（辮前承認の

特例） 、あも魚めて蕊前鈴水認を擬ける必襲はないが、事件指揮簿備考柵に、

被疑獺･と判明した時間及び『取調べにつき特例欺瀧』でああ涛を誰戦し、 ゾ#噸

管斑賞紐審等が押翻する．

鵜撫ご代わって灘迩溌経智から辮統蝋識を擬ける場合の離職例

蕊舗承認の狩棚こ当たる場合の蕊紳指揮簿への記載例

ヘ

ー．，や

擶 揮

(填灘〉印

j1 脚吟 獺 郷《樹）噸 噸 燃 澪

繕 擬

捌掛（淡》災

準成”竿3〃2脚

午後9時28分

■■■■■■綾疑撫件披鍵櫛を

欺織べ中であるが．乳1行状況鋤砿認鈴

厳め、午擬IOI聯以織もグ崎織鴬雛織ぺ

翰選と篭承認する”

代③

鵜 擬

測鰡（次）異

平戚”年3斑8閲

午前()時”分

■■■■■

しいか

被鍵聯件被疑瀞畿本

意濁行した”で取調べし"どよる

③

被鍵瀞臘特寵した日時

:3恩7脇午後11"43分

敵漉べ臓つき特例承潔

②



(5)取扱い警察官による被疑者の取調べ、被害者からの事情聴取．

ア被疑者の取調べ

（ｱ）取調室又はこれに準ずる場所において、午後10時から翌日午前5時までの間

に被疑者の取調べを行うときは、事前承認を受ける。

． （ｲ） 取調べの際は供述拒否権を告知する。

(ｳ）

(ｴ） 被疑者に訓戒を与える。なお、被疑者に対する訓戒については、事件処理

担当者が自ら行う場合を除き、原則として検挙した地域警察官以外で当該地域

警察官より上位の階級にある地域警察官に確実に行わせるものとする。

原則として取調べ状況報告書の作成の必要は無いが、(ｵ）

被疑者を一旦帰宅させる等、

捜査が後日に及ぶときは、取調べ状況報告書を作成しておく。

なお、この場合、取調べ状況報告書の作成要領等については、簡易書式例

対象事件の処理要領に準じる。

(力）事件処理担当者の指揮の下に、被疑者の承諾を得て、指掌紋記録及び被疑者

写真記録を作成するとともに、口腔内細胞を採取する。

． 被害者に対する措置イ

（ｱ）

(ｲ）

(ｳ）

(ｴ）

ウ

（ｱ）

身柄引請人に対する措置

親族、雇主その他被疑者を監督する立場にある者、又はこれに代わるべき者を

呼び出し、身分証明書等を呈示させ､被疑者との間柄を確認し、今後の監督に
ついて注意を与え、所要事項の記載及び署名、神（指）印を求める。

なお、この措置については、事件処理担当者が自ら行う場合を除き、原則として

検挙した地域警察官以外で当該地域警察官より上位の階級にある地域警察官に

確実に行わせるものとする。

(ｲ）

‐4－



(6) 事件処理担当者による捜査管理と具体的指示

指定された事件処理担当者は、事件概要を把握したうえ、総合捜査支援システム

により事案ファイルの登録等を行うとともに、処理に当たる地域警察官に処理手順

及び手続き等について次のとおり具体的な指揮に当たる。

ア取調べ関係

（ｱ） 取調べを担当する地域警察官に、監督対象行為に該当する行為や取調べ時間

について指導し、監督対象行為の絶無を図る。

なお、取調べ経験が少ない地域警察官が取調べる場合は、必要に応じて、

取調べ室内に入って、取調べの状況を確認するために立会い、取調官に指導、

指示を行う。

（ｲ） 取調べ関係

取調べ状況報告書を作成した場合は、その写しにより警察署長の決裁を

受ける。

イ証拠品等の措置

（ｱ） 証拠品等は、特に必要な場合を除いては、領置の手続きはとらず、事件処理

担当者が立会いして直接被疑者から被害者又は所有者に返還させる。

（ｲ） 直接返還できない場合は､被疑者から任意提出を求め領置し、領置調書（甲）

を作成した後、押収品目録交付書を交付するとともに、その経過を明らかにする

捜査復命書を作成し、事後被害者に還付し、還付請書を徴するよう指示する。

ウ指掌紋記録及び被疑者写真記録の作成と口腔内細胞の採取

事件処理担当者は、被疑者の任意の承諾を得て、指掌紋記録及び被疑者写真記

録の作成と口腔内細胞の採取の適否を判断した上、作成を指示する。

エ微罪処分手続書【参考資料1】

微罪処分手続書は、事件処理担当者が必要な項目が間違いなく記載されている

ことを確認したうえ、事件処理担当者欄に署名､押印し、各手続書の契印を行う。

(7) その他作成する書類等

ア身上調査照会

警察署の所在地及び警察署名を記載した返信用封筒（切手を貼付したもの）及び

「捜査関係事項照会を行う場合の依頼文の同封について」 （平成17年5月27日

例規（府民・生総・地総・刑総・交総・備総）第77号）で定める依頼文を宛先に

応じて作成し、同封すること。

イ犯罪統計原票等の作成

（ｱ） 刑法犯認知情報票（未届けの場合）

（ｲ） 刑法犯検挙情報票

（ｳ） 刑法犯被疑者情報票（成人）

ウ被疑者カードの作成

事件捜査に従事した地域警察官が、捜査が終了し、被疑者の身元が判明した

時点において作成する。

－5－
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3決裁及び引継ぎ

（1） 地域課長は、微罪処分手続書（関係書類を含む。 ）及び事件指揮簿により署長決裁を

受け、刑事課長に引き継ぐ。

(2) 一件記録（微罪処分手続書、捜査復命書、個人照会結果復命書等の関係書類）は

刑事課で保管する。

(3)事件指揮簿は地域課で保管する。

(4)微罪処分事件の検察庁への報告は、刑事課で行う。

－6－



第3簡易書式例事件の処理手続き

地域警察官が取り扱う簡易書式例対象事件については、次の手続きによって処理

する。

1地域警察官が処理することができる簡易書式例対象事件

（1）要件

i ’
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(イ
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(2)対象罪種又は法令名、手口等

■

※1

※2

※3

’ ’一”‐”‐”－”＝′ ‘･〃 ‐〃‐〃一一′ －／ 1
I I

I

j

l ，
l

‘ ｜|＃
3

1.e中堂.写…少さ一幹_合一グ.壷や_灸…ず_竿噂妙舞…"の一ご..｡…"・琴宇･_今…･"･車苧･_戟‐ グー･申宇_ず…""－歩…幸‘の窮字と心…グーーーク…ザ‘今中ヂ.｡…ず_一宇姿ｬ罫

2具体的な処理要領

（1）被疑者の任意同行と地域係長への報告

被疑者を取り扱った地域警察官は、被疑者を交番等に任意同行し、直属の
地域係長（不在の場合は、他の地域係長）に事件の概要を報告する。

(2)被疑者の身分確認及び犯歴等の照会

ア

イ
ウ

－8－



鰯地域係蕊鰯擬律判溌

ア総譜溌縫けた地域係擬械、漣ち砿謝縦交番簿Iこ臨場し、聯件の概蕊を推握した

うえ、簡易韓式例辮件として処蝋する二段が棚對か好うかの擬徳判断を行う．

鐙の際、的確;こ聯巽認麓を行い、犯罪の捕成嬰僻及び可罰嬢を充分検討する。

総易辮式例辮件による瀞:件処蝋が錨淵幾判鱗した溺合ば､地域諜災に報憐して、

その擶揮を掻ける”

地域響辮腐が処理する皇とが不適蕊と

鳴者、鵜係識類ととも#愚飛職磯又紘

イ

認められる筋易欝式例蕩件は、葱ち#こ被疑

総舗淡金糾蔓説き継ぐものとす為．

縮易縛式例聯件処理の決礎

ア地域雛艇紘、地域係鍵からの報群に蕊づき、簡易鵜式側こより地域縛索'鴬｡が

処理することが樋溌-ぞあると認めたとき城、騨件擶揮簿により瀞察瀞擬の辮郷を

受けて蛎件籍難する〃

イ響察耀災は、地域係長鈴中から捜識塞侭'愈を擶瑞し、捜査腱妙#たらせあ”

ウ地域課擬は、取扱い瀞察欝が蝋澗塞又械これ;愚雄ずる聯所に郷いて、午後10蹄から

謹農の午舗51聯までの聯こ被疑宥蝋鯛べを行うとき、又織、 1胤につき811*間を

超えて敗鯛べを行うときば、辮件指揮撫こより警議鵜臓こ辮鱗の承認を受ける．

なお、午後I0塒から蕊|ﾖの午鱗5縛溌での腺恩被疑謝と判鵬した聯件鋤被疑稽

取調べ}こついてば、類饗的Iこ辮前の承認を与えあれたもめと見厳し（蕊前承謝の

特例） 、あらためて聯前の承認を受ける必溌はないが、 ：辮件樵揮簿備考欄に、

被疑者と判明したﾙ間及び「駁綱べ'二つき特例承認j等ああ篇を誰戦し、瀕腫

瀞蝿溌任考縛が押韻”-ろ．

繩

署儲こ代わって溌織資任者から辨舗承認を愛織る鳩合の記載例

辮舗承認の特例;こ齋たる場合の鯛件術揮簿への記載例

‘.，,“

構 繍

(斌認〉陣

凡 蕊埼 構 揮（御》蝋 頓 鰯 簿

藩 長

縦瀞（次》鍵

寧成調部4月1 1ヨ

午後9鯵”分

ﾛ■■■■ 織嬬事伸被凝営を敗
擁べゆ"簿為るが、犯瀞状溌”遡及と、

披撚品鋤礁灘鈴愈め、午後”癖瓢降も

鯛き縦き取識くるこ』冒溌'蝋総寸る鏑

代③

籍 長

制醤〈次〉災

執戒鋤鏥"1"811

午鋤0跨海分

■■■■ 披疑事件被疑者を本
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参考人の取調べウ

（ｱ） 被害者、 目撃者等、参考人の取調べを行い､|｜ ’

(ｲ）

（ｳ）被害者及び参考人を招致する際は、深夜に呼び出すなど迷惑のかからない

ように配意するとともに、 目撃者等の参考人を招致した場合は、旅費の支給

手続きについて検討する。

エ被疑者、参考人の呼び出し

都合により取調べができないとき又は取調べが完了しないときは、捜査主任官に

報告するとともに、呼出簿を作成し、 日時及び場所を指定して招致する。

オ被疑者又は参考人等が任意提出した被害品等の処理

（ｱ）任意提出者に簡易書式例「任意提出書。領置調書・仮還付請書（甲の1)」

（以下「任意提出書等（甲の1）という。 」 ） 【参考資料6】の提出物件欄を

記載させ、領置調書を作成する。

この場合、提出物件欄の提出者処分意見欄は、 「被害者に返してください｡」

等と記載させる。

なお、証拠品として送致すべき物件については、 「いりません。 」等と

所有権を放棄する旨を明記させ、基本書式例の所有権放棄書を作成させる。

押収物の所有権の無い提出者からの任意提出については、所有権放棄書中の

「所有権」の不動文字2か所を「還付請求権」と加除訂正し、還付請求権放棄書を

作成する。

(ｲ）任意提出者に、基本書式例の押収品目録交付書を交付する。

記載例 ｜被疑者｜還付請求権
I ｜ ｜罪 名｜

(語希権）放棄書
平成○○年○月○日

大阪府 警察署

司法警察員 殿

警視正

住居

下記鳳録の物件に雪諄蕊亀繊素し談す‘

-l1-



力遺留証拠品等の措置

被疑者が遺留したと認められる証拠品があるときは、第三者の立会いの下に

領置する。

なお、遺留領置した場合、 「任意提出書」の空欄に斜線を引き、押印する。

キ指掌紋記録等及び被疑者写真記録の作成と、 口腔内細胞の採取

捜査主任官の指揮の下に、被疑者の承諾を得て、指紋記録等及び掌紋記録等並びに

被疑者写真記録を作成するとともに、 口腔内細胞を採取する。

クその他の捜査

必要があると認められる場合は、現場の状況、被疑者の供述、 目撃者等について、

裏付捜査及び実況見分を実施する。

(6) 捜査主任官による捜査管理と具体的指示

指定された捜査主任官は、事件概要を把握した上、総合捜査支援システムにより

事案ファイルの登録等を行うとともに、捜査に当たる地域警察官に捜査手順及び

手続き等について次のとおり具体的な指揮に当たる。

ア事件主担課との連携

当該簡易書式例対象事件を最終的に送致する事件主担課と連携を密にし、指導を

受けながら捜査を進める。

イ取調べ関係

（ｱ） 取調べを担当する地域警察官に、監督対象行為に該当する行為や取調べ時間に

ついて指導し、監督対象行為の絶無を図る。

なお、取調べ経験が少ない地域警察官が取調べる場合は、取調べ室内に入って、

取調べの状況を確認するために立会い、必要に応じて取調官に指導、指示を行う。

なお、その場合は取調べ状況報告書の「その他参考事項」欄に、 「立会者

○○○○○○時○○分～○○時○○分」 と記載する。

（ｲ） 取調べ状況報告書を作成したときは、その写しにより警察署長の決裁を

受け、犯罪事件処理簿に編冊して保存する。

ウ押収物の還付・仮還付

押収物の還付・仮還付については、次により捜査主任官が行う。

（ｱ） 押収品のうち公判廷で利用する見込みがなく、かつ、没収の対象とならな

いものについては還付する。

なお、還付する場合には、任意提出書（甲の1）又は任意提出書（甲の2）

の仮還付請書欄の不動文字「仮」及び「必要のときはいつでも提出します｡」

を削り､還付請書として使用する。

（ｲ） 押収品の所有者、保管者又は差出人の請求があるときは、仮還付請書を

作成し、押収物を仮還付することができる。

エ指掌紋記録等及び被疑者写真記録の作成及び口腔内細胞採取

捜査主任官は、被疑者の指掌紋採取及び写真撮影について被疑者の任意の

承諾状況を確認し、指掌紋記録等及び被疑者写真記録の作成及び口腔内細胞

採取の適否を判断したうえ、指示する。

－12－



オ身柄を引き渡す場合の措置

この措置については、捜査主任官が直接行うことが望ましいが、何らかの理由で

行えない場合は、取扱い警察官を指揮して行わせてもよい。

（ｱ）親族、雇主その他被疑者を監督する立場にある者、又はこれに代わるべき者を

呼び出す。

（ｲ） 身分証明書等を呈示させ、被疑者との間柄を確認する。

（ｳ）今後の監督につき必要な注意を与える。

（工） 身柄引請書の内容を確認させた後、所要事項の記載及び署名・押（指）印

を求める。

力その他の捜査

捜査主任官は、現場の状況、被疑者及び目撃者等の供述等から裏付捜査及び

実況見分の必要性の有無の判断を的確に行い、

指示を行う。

(7) その他作成する書類等

ア照会書類の作成

（ｱ） 前科照会

検察庁に照会する際は、写しを一部添付する。

（ｲ） 身上調査照会

警察署の所在地及び警察署名を記載した返信用封筒（切手を貼付したもの）

及び「捜査関係事項照会を行う場合の依頼文の同封について」 （平成17年5月

27日例規（府民・生総・地総・刑総・交総・備総）第77号）で定める依頼文を

宛先に応じて作成し、同封すること。

イ犯罪統計原票の作成

（ｱ）刑法犯認知情報票

未届事件の場合にのみ作成する。

（ｲ）刑法犯検挙情報票又は特別法犯検挙情報票

（ｳ）刑法犯被疑者情報票（成人）又は特別法犯被疑者情報票

ウ手口記録の作成

’
騨雪宮奎季鵬繍妻型駕鱒二’■■■について､被疑者の取調べをした警察官が手口記録を作成する。
エ被疑者カードの作成

事件捜査に従事した地域警察官が、捜査が終了し、被疑者の身元が判明した時

点において作成する。

オ犯罪事件処理簿の作成

捜査主任官が作成し、総合捜査支援システムに登録する。

力送致書の作成

捜査主任官は、捜査終了時に送致書を作成する。

‐13－



(8)送致書類の編冊

作成書類は、 日付け順に、おおむね次の順序で編冊する。

ア送致書 【参考資料10】

イ犯罪捜査（事実現認）報告書

ウ被害届 ‘

エ任意提出書、領置調書、仮還付請書

オ参考人供述調書

力取調べ状況報告書

キ被疑者供述調書

ク捜査復命書

ケ個人照会結果復命書

．前科照会書（回答害）

サ身上調査照会回答書

シ身柄引請書

3決裁

捜査が完結した後、地域課長は、事件指揮簿（送致一件書類及び犯罪事件処理簿を

添える）により署長決裁を受けた後、送致書に警察署長名の署名・押印を受ける。

なお、署長決裁を受ける前に、捜査主幹課から作成書類の確認を受けること。

4引継ぎ

地域課長はI － ’
雷係書類すべてを引き継ぐ。

なお、事件指揮簿については、地域課において保管する。

』

-14-
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(その2）
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犯したことに間違いありません｡．
3 このことにつきましては悪いことをしたと反省しています。

4今後は再びこのような過ちを犯さないことを誓います。
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(櫛）職式溺7鶴
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Ｆ
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２
号
ｑ
５
９
ｑ
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１
１

住

職業

；氏
！
翁

■

p

供述調書（乙の1〉

居

－ｰｰｰー▲革LやLｰー

勤務先

年齢

取 調 富

竿■。 5沓h f R, f今｡‐凸ﾀﾔﾀQ′局唖￥

大阪礎 警察署
謝法

襄幾言,謡|至雪二堂
則

＄

心凹凸 ③、

周

総話 〉

<電話 〉
ヤク管Aずふ▼々管､ご恥F充. ､ザ c 『 ､ ･当Uもりも6 ℃AC.凸角､
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や ･野合‐や÷

⑳

~一ｰ幹やゥ……ーご－

上記の者は，本職Iご対し，任意次のとおり供述したので， これを録敬して読み聞かせ
~､JA〃も' 9F,FF'、f，…f今令､′凸＃

たところ，
廿鼻､Jヘク‘ .β､′、イヘf､′ '品一一

巴醇正心■⑫ず士日中茸や叫中口中日中ロ辛口やqq･Eqpr中頁申A~心■q一“･~ー･ず舗一Q台ザ~ﾛ｡●｡Q4争･･･f4b

誤りのないことを申し立て本調書末尾筵署名 印した。
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－

取 調 宮|大阪府 警察署

司法

＝

⑨

取調べ及びI 平成 年 月 日
作成の日，場所I

上記の者は，本職に対し，任意次のとおり供述したので， これを録取して読み聞かせたと

ころ，誤りのないことを申し立て本調書末尾に署名 印した。
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綴）綴式第4号

r一一…"……"……"……"…~”

任意提瀧書・領置調鑿・彼還付請

ザムャムvAや凸や▲¥今ザ凸午“篭や強ｬAや*寺内~*一一

4

書 （甲の1）
ｶ ． ． ． ･ ･･ ･ユタ一・ ←＆叫幸

任 意 提 出 溌
平成 年 月 筒

大阪府 警察署司法 殿

住居

淑業 （電話

氏籟 働 く
~ド記物件を任意に提出します。淵済みの上漣，処分懲見欄罷裁のとおり処分してください．

）

歳〉

出 窓『 ‘

職意〉麓付不要の物件に瞳，提出者処分意見欄に必ず噸有權を放棄する。 」旨明紀させること。

●

咽収物の整理番琴で3

2 検察富に篭らないで処分したも鋤挺ついては，その旨を鯆考郷ご遜入す謬篭と。

3 国印のある鰯につ“て域織灘の匡印の中侭 rを付けること6

4 上部翻外の鎖置番揺は，検察庁で記入する。

仮 還 付 請 書
平成 年 月 国

大阪府 警察署司法警察員 殿

住居

氏名 ⑳
下記目録の物件の仮避村を受臥領収しました。必要なとき獄いつでも提出します．

掛 録
ー￥QやQ午･･ヰーーー字一一◆JoJ』~･口…
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平成 年領第 号

鎖 漬 調 濤
平成 年 月 ‘ 蘭

大阪府 警察署爾法 ⑳

被疑者 に対する 被疑事件につき，本職は，
平成 年 月 日 ＃ごおいて，Q

[．差出人が任意腱提出した
'二］ が遺留したと認めたので次の者を立ち会わせて
立会人〈住胤職業，氏名，年齢）

D･rf4q““・・-0U･▼合一 号 … 8や寺今 …巳了fU－fﾜﾊク､ずA′、fAf，『 5 ◇でgリェ ゾも

下記目録の物件を領置した．
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蓋出入〈遺留者〉の
住居 、 氏名

－ ごq､げ◇J′､執′､弓′､￥′､』. ◇ず~′刺一

①

所有者の住居，氏名
公'

備考

ずゎ画土ご葎…た弓奇ず奇口奇■ず執㎡げ



参考資料フ

(簡）犠武第4号の2
ｰワヴー
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…~…いいい~… ~“

意提出書・領置調謹。仮還 付請書〈甲の2）
唖士

醤
Ⅷ

任 意 提 出

大阪府 警察署詞法

住居

織業 蝿話

氏名 、

下記筒録記載のー任意随提出します。用済みの_l:

蝿話

年 月 日

殿

織 く 歳）

議す｡鯛済みの_l:は｡ §藤に返してくださ"｡
一一《ー¥

｜儲 考

~争・● 空再釣一亭･~吟－ －A年角や~鈍辛…

<注憩
謡葦患照瀞蕊縮誌蕊弾付けること《以ド御じ｡ )。

1

2
一一一屯脾－－一一

平成 年領第 一=一~蔦1
！

領 置 調 書 甲 乙
平鱗 年 月 日

大阪府 警察箸謝法 ⑳

被疑者 “対する霊一事件につき,本職は
平戒 年 月 日 において，

劃差鵬人が任意に提出した…ド記鴬録記載の■■■
口 が遺留したものと認められる下記周録識載の■■■を発見したのでこ鋼を
領置した。

四一一一一4…や｡一ー一…草一一申幸0－牛単一■＝…牛一一■一‘‐岨･a｡D心且や…－辛 qq白･ 曲÷凸一~･や…色白哩旬…町四－一一4－q郵軸

遺留者の

， 氏名
者 の

， 氏名

〈住居， 識
監年齢｝

叩い日申■“■“申山“A士ﾛ＠㎡⑩#－…､聾ザムーサ5－彊哩一一凸心申型申凸華中c串山一ロー凸－－m申

－卜▼■壷ず4面ご▼ヴｰﾛ年ヴロ4･ずや･ず◇穴命ず0ｸｫgヴロF壺可和す･㎡■釣㎡－■ず0面…柿－ヴヴ”グ命Jや－今jｩ公町会w,ずL; ●〔 いや一－一口一

一年のF●奇轌…封苧…宙一密や炉一密一睡炉一密毎F~鄙密一超…“………~一口 ,す び り全命一一一銅'一”……“…夢､W* .､ WJ｡ ‘▽J･ｩJ ｡ ”J-げ分けん”･〃.V ･f rf･け鈴”先ずゃヴザ“ず志す㎡"すゴタ㎡ず令晶面和訟ず会ずゐザヘザーヴ今寸奔′今辛首晶

(瀧意）上部欄外の鎖溌番･号獄,検察巌で鑓入する． 解： 月 掛 時
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分

…満
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｡◇*■由画U⑪0｡qO寺■＝U辛口

米郎報

仮 還 付 請 書
平成 年 月 日

大飯府 響察署爾法警察員’ 殿

住濡

氏名 ⑳
下記脚録記職の■■■の仮還付を受け,領域しました。 必要なとき隙いつでも捌仙ます。

(注薊還付随用いるとき嫁， 『仮』及び『必蕊なときは・ ・ ・。 』を削ること。
者印

や~一一一
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ゆょ
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旬
寺

辱
ヤ

寺

一
や

守一一心

詩数 箪 徴
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‐…一日･旨･~四…“…や専一一…

ｉ
１

職窓）検察富臓送らないで処分したものにつ職ては．その霞を繍考綴こ記入すること。
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(獅様式第5号 (その1〉

実況見分調書（甲の1）
平成 年 月 日

霧察署大阪府

⑳司法

被疑者 挺対す諺 被疑事件瞳つき，本職ま，

下記のとおり実況見分をした．

時:平成 年 月 圓聿 時 分から日
時 分まで

ｰ今軍…ずゆみ…公･……ず･ず~･令・ f･ 亀・ '､.晶 酎伊亘・………一…………華…ー 卑却…討㎡－－…帝蓉今世争管公￥矢面4ふ 羊､ﾛ”ロ･･･ ･~… －…生甲会一一口…
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‐
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一
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り
む
３
一

所
一
一
雛
脇
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場
又
一
同
帝
立
ｆ
‐
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｜
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＃

観場の位麓

実；

：…－－…… 郵辛角や凸守角苧A斡守角李…一・､÷､け白妙､守一且牛A〃4 噸 、』 、やq¥E￥申pdャ“Qい､竿…申凸幸‘や､遇－4侭一m－q甲望 ￥ 一一一￥、や羊

況
現場付近の状況

見
分
の
経
過
、

ｆ
ｆ
４

軒命‘…“ず“.*串畢……一一…一 一F釦

｜

現場の状況I
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．
《
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盤
勘
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４

守

年

坐

考事 項



(その2）(簡）職式第5号（実況見分鯛瞥（甲の1） 〉
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９
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現場付近の見取図 〆
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Ｕ
Ｂ
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ｇ
Ｕ
４
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Ｊ
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現場の見敢闘

１
１

1

1

(注意）現鰯の写蕊は，別葉とし，撮影瀞をしてその職名を雛入し‘署名押印させること。



参考資料9
(簡）機式鯖5号の2

実況見分調書（甲の2）
平成 年 月 日

警察署大阪猫

④司法

被疑者 “対する君■■■■被疑事件1こつき，本職は，
下記のとおり実況見分をした。

時 分から
時 分まで

ー

午
午
》

↑

一
日

一争釦

》
月
一

｝

一
年一
一
一

一
Ⅷ
一

℃

》

今

１
９
Ｌ
一
盆
ｆ
Ｒ
ｆ
６
ｆ
Ｌ
、

◆

時
一
所

一『一

口

口
一
場

一

の 子 ｡ ゆゅ ｡一一戸一一一一

．.~.….~…~.‐ ！ = ．‐ ー.一~.一一ー ＝.…~~－－一一…一.‐ ~~－－－－－－－．． ……~－－ー

目 的：本件犯行の状況を明らかにし，証拠を保全するため。
４
４
・
の 二ち ● ‘ ･ △･･ ･ △｡ ､. . . 4 .△. ｡ 己ら△･ - 一G一 ● ･一●ロ ー e一ーー－－－－－4－七草qー－－－●卓一一一q 寺. ÷qDq←今■e一・+今｡÷q＋‐－吟可･－■一一◆←‐ 凸凹●や一

立 会 人｜

／住居，職業， 、

〈氏名,年齢ノ
二 = ゞ . ""隼.． ､今.. .｡….'... ._ .. .‘,’参・ー－－－－.‘･－－… い ".".""“ 一一一一一・・・・一….......‘…･･.ゞ…･･鐸･･-... . や…｡."…"･－－－－－－や."..･･一一・.‘..｡｡ .･･ ､"･‘"･"……･‘"…………壷心一‘｡｡….…….".･･････"．.･ ･ ･' ． ｡.

’ 被害現場は， である。

2 立会人が指示した被害場所は，現場の見取図に×で示した地点で
あった。

現場の状況、

3立会人は，

と説明した。

~~－－~－－~~1－芳~極－
1

内 一 今 *凸舎宇ー
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．
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ご
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Ｅ
Ｂ
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８
５
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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』
。
９
ご
ｑ
』
ｆ
●
・
号
已
Ｅ
Ｂ
５
ｇ
■
■
■
Ｊ
■
Ｈ
ｇ
■
■
■
■
日
日
可
噂
■

劃
・
項 #

~‐ タャシ

現場の見取図

‐－－一 ~
稗一一一一一一－－－－－韓午令子一や－－"一・ 一･一･一＝一一'一

”見分時の天候は であった。
' 2証拠賓料（有・無）

一

参考事

本瀞は,■■■■■■に磯州いることができる。
圃印のある欄についてば，綾灘の圃印の中にしを付けること。

(注意) I
2
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<その1）

主任検察’宮閲

ﾄｰ－I
号８率櫛１満’

一Ｆ

．

◆

６

１

６

１
１

送 致 書
）第

年 月

号
日

送（

平成
検察庁

殿

警察署大阪府

⑳司法警察員

下記被疑事件を送致する。

検 番 号 ｜ 検 第

－－

号

や 9口 Ⅱ ﾆ 少企wイザ心ご 一…＝J÷ヴク会■ ■ ｩ '■ロー…一再び“寺再●再抄毎切一一一…－4勺 . ･々….▽'ずーP.一一ヴ●.－一
－

宇.十Fザ司りT司守士●由り牛

罪名 ， 罰条 l
<

今 写･も-苧 ･-. --.-色子｡ . -. ･･･ ･ ･ ･ ･今･畠一一一凸一四輔酔■一－一－－． 6 や◆◆ 令守・ ・・､｡…一 ・ 4 一一・一参■－－■■－－■寧甸亭■－－字－－－－字n割4－－－q‐←●●今回“ー← ｡ .….. .…~….一. ．ー

ふりが危

の氏名等被疑者

日生（ 歳〉性別

日 照会

日 照会

年 月
一

前 科 i 添付

身 上 添付

外国人登録

逮捕の 日時 ｜

身 柄 連 行 有

犯罪発覚の端緒

月
月
月
日

年
月

No.

午 時 分

無
一一写 “B酢韓●酵幸ゆ画■■ーゆ画一－■一一画…ー Dq ｳ ■一 6 4.●－－－全蜂一.‐一一

ﾊｩ戸▼一彦.ママ サ ゥ p－－P一一一一一一一③一一■今デーーーーーゆ……

~－－~~~一言….一

事 実 ：

~

記載のとおり罪犯

ｊ

“

Ｉ

一 一一一一
ー e b~ 画 0 ｡ , ｡ p一一

犯罪の憐状等に関

す る 意 見

一一一一一一
q■■■一

一一・一｡二一 ー己寺・～
一一

ｆ
ｆ

捜査主任官
警電

(注意） 左I澗外及び前科，身上，身構連行欄の各談淵部分に赤○を付け，前科・身上照会中の場合は， 月
閥を記入する蓬と。



(その2）

(注溺 l この証拠金雌総胤録は，識察官送致保管委託（静察署保管を含む。 〉 ，仮還付の順序に記戦し、
符号ほ一連の整理番号とすること。ただし，保管委託及び仮還付のものについては，その旨備考

（警察）欄に記戦すること。

2 上部棚外の領醗番号は，検察庁で記入する。

平成 年領第 号

符 号I

証拠金品総目録

品 名

一pe-●r■eF吟r･●内ﾛ凸凹争命“･昏一e一・●･”･●穴●●丙一一一■■o函卓■■･■車■‐●苧向＝■ご■~“■■‐
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氏
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名

●
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文審の標圖
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